
 がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地滑り、津波、高潮、出水等により、住民の生命に危険を及ぼす
恐れのある区域内に建っている危険住宅を安全な場所に移転を促進するため、移転者に危険住宅等
の除却に要する経費と新築する住宅の建設や土地の取得等に要する経費に対して補助金を交付する
制度です。

危険住宅とは？
 がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地滑り、津波、高潮、出水等の危険が著しい以下の区域内に

ある住宅です。
① 鳥取県建築基準法施行条例（以下「県条例」という。）に基づき指定した災害危険区域

② 県条例で建築を制限しているがけ付近の区域(通称「がけ条例」 の区域)

③ 土砂災害特別警戒区域

④ 土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域（基礎調査を完了したもの）

⑤ 災害救助法の適用を受けた区域（事業着手時点で過去３年間以内）

補助金の概要
事業区分 補助対象経費 補助金の限度額

危険住宅の除却

危険住宅の除却工事に要する

経費
１戸当たりの上限 150万円または

３万１千円/㎡（非木造住宅の場合は

4万４千円）　のいずれか低い額

引越し費用等

危険住宅の除却に伴う動産移

転費や仮住居の確保等に要する

経費
１戸当たりの上限 97万5千円

建物助成費

危険住宅に代わる住宅の建設

または購入（これに必要な土地

の購入及び造成を含む。）のた

め、金融機関等から融資を受け

た場合の借入金の利子相当額

※利率の上限は８．５％

１戸当たりの上限 731万8千円 
建物の上限　465万円
土地の上限　206万円
造成の上限　60万８千円

倉吉市　建築住宅課　建築指導係（本庁舎３F）　
〒682-8611　鳥取県倉吉市葵町722

TEL：０８５8-22-8175　　FAX：０８５8-22-8140

Email：kenchiku_shido@city.kurayoshi.lg.jp

お問合せ先

【ご注意】●工事着手（契約）前に補助金の申請及び交付決定が必要です。
　　　　　●補助の対象となるかどうか、事前にご相談ください。
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